
巻二十二第揮境

辛子電車世日』一月プミ句"'3.五寸-n三芳.;;

論

剛

晶

設

資
本
利
子
税
の
快
軌

海
運
同
盟
…
…
品
川
行
北
米
合
衆
岡
山
政
策
秋

岡

山

藩

の

税

制

教

新
経
済
政
策
ご
ロ
シ
ア
労
働
立
法
・
数

チ
ャ
ア
ル
ス
・
ホ
ー
ル
の
政
策
論
荻

時

論

英
困
の
拙
同
盟
結
業
-

E

e

・
・
法
山
学
博
士

抱

肌

常

犯

長
野
牒
下
に
於
け
る
地
訓
の
慣
行
・
・
・
組
尚
早
博
士

制

四

叩

錦

岬

叩

ル
止
右
H
V
山
首
川
叫
定
一
世
間
出

捕
逸
に
於
け
る
宗
教
統
計

池
山

A
V

替
業
収
往
拙
訟
・
資
格
利
子
枇
甲
山
・
川
誠
枯
法
中
改
正

附

附

錦

隊

本
誌
第
二
十
二
巻
網
目
録

法
問
中
間
士

トご・

HUF=「
H
H
W
S
F
H」

ー

ι
1
c
h
h
J
J

経
済
山
平
士

鶏

帽

崎

j受

明末黒小加11

一向戸
) 11 11二 日

終 日正
犬 I#陸郎雄

授f受f受

河

田

嗣

郎

本
庄
柴
治
耶

財

部

静

治

中
川
市
川
一
之
助



刷
削
J
泊
一
:
九
、
、

1
J
P
H
'
Kト
肥
ト
1

3
3
l
b
t
f
H一主主'最古一
H

)11 
Jj~ 

人乙

U)J 

/
フ
ロ
月
百
月
三
do
凶
け

a
E
H
r
H
M
ソ
【
山
口
召
μ
か
を
仰
る
に
、
一
九

h
h
h
H
i
1
H
に
行
U
れ
ト
九
州
山
山
川
却
川
hk
に
掠
る
F
H

歌
枕
J

が
叫
叫
さ
わ
が
C
乱
乙

ω
内
作
目
的
中
一
L

あ
る
が
、
帆
的
帆
伎
に
於
げ
る

附
泡
山
副
作
恥
部
を

H
映
J
る
山
中

B
h
t
c作
品
ら
る
、
耐
が
川

w
t
h川

V
O

に
山
大
掛
を
加
分
j
れ
ば
衣
山
加
{
〈
あ
や
。

九
令
宅
五
年
六
H
M
1ム
ハ
川
仁
Y
H
は
れ
犯
人

H
M帆
楽
産

i'i、

都
大
制

" 
L±
一丸

." 



事監

主主

刑
判
通
に
於
げ
る
米
政
秘
諸

業
調
査
を
完
成
す
る
に
は
、
莫
大
な
る
調
査
資
料

1
i

約
一
千
五
百
四
十
前
向
ゆ
世
帯
表
、
五
百
両
市
り
農
業
並
に

山
林
縦
掛
表
、
三
百
二
十
品

ω企
業
求

1
ー
を
粘
査
副

正
補
完

L
、
去
の
上
、
例
別
報
告
事
項
に
一
定
の
集
剛
一

特
徴
(
象
徴
)
を
興
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
多
大

ω
努
力

t
時
間
ご
を
裂
す
る
は
一
百
ふ
ま
で
も
な
い
w
o

夫
で
曲
賞
理
一

過
程
正
し
て
は
、
先
づ
第
一
に
行
政
並
に
経
済
に
批
判
に
一

重
要
な
る
峨
染
調
査
ご
農
業
工
業
等
の
企
業
制
査
の
結

果
を
、
政
ら
〈
今
年

ω一
足
ご
秋
ま
で
に
完
成
し
、
夫
か

入

盟t

'-1'; 

政

111] 

Jc 

ヨi

九

仁コ

ン

そ 狛 砲 新

の点二

計!他殺訟主主

J

イ

エ

U
F

一
一
一
、
三
、
A
4
4

一一、九四一一、一会

一瓦、-言、三一同十四、八一円一一、一一三

一
見
、
一
盟
一
主
、
口
五

一
品
孟
J

三
九
一
一
石
、
一
口
λ

一
三
充
、
気
回
)
一
円
、
A
A
U

、↓九二

グ
ユ
庁
ア
ン
、
へ
片
ヒ

一、恒二一、七八山国一一、
!FU

一、一号一

先
内
、
元
八
一
主
元
、
先
日
晶

一
口
、
全
也
一
二
、
き
一

合耐議甜

A 

致事Ul:

第
二
十
二
容

つ中一九一拙

一
六

O
)

くコ

O 

ら
九
日
制
査
に
就

τの
詳
細
な
る
椴
告
山
完
成
に
u
A
ぷ

順
序
で
あ
る
。
併
L
蓮
根
は
己
に
戎
地
方
印
統
計
局
か

ら
後
衣
せ
ら
れ
向
日
制
々
公
付
仁
せ
ら
れ
る
筏
に
な
っ
て

ゐ
る
。
本
州
制
告

ω完
成
せ
・
3
る
今
日
に
於
E
は
、
判
〈

そ
り
法
制
に
よ
っ
て
住
民

ω宗
敬
一
助
川
崎
別
を
調
ぺ
ね
ば

な
ら
泊
。

J

1

Z

F

ン・
.
1

ソ
ユ
ル
ア
ン
イ
ル
ヒ
・
へ
ッ
セ
ン
並
び

に
ジ
ヤ
ク
ム
/
ル
ヒ
H
Y
Y
ぺ
に
於
U
る
人
民
の
お
数

別
を
表
示
1

る
ご
次
の
如
〈
で
ゐ
る
。

百

" >， 

lt 

少し

ii 

ブι

c 

=八・均一

剖口・口一
口・咽一

口・唱一

-ロロ・口一

ユ八・二一

品
川
一

口・同一

一口口・口

ロき実
lZllI :Il.. J~、

、L

'
f

・1
己
・
国

口
・
正

世

引

『

或

)

Iじ

帯出

盟I

U 耳呂充、、、、
主主主 iE君
一 口 一 一

c--) 

八・唱宵・一一-ロ・八」
8・
圃

宇一

阿
告
一
、
ι

口三

-;.~ d 
3，~口口
~孟凶

(ー)

二IL. -I...o五

一 回 口

〈ー)



'" 
υJ 

乏h，. 宥'，~. 1.(~剤I

弘政J
X
 

Jλ

苦

L
「
他
山
キ
リ
メ

1
批

J
f
F
残

位

合

歌故

大

政

仁、
h
b
-
仙

ω
キ
リ
λ

ト
政

巴

425
仙

一

山

間

低

4凶徳却I合

一

円

、

日

一

戸

一

一一、
N
1

旬、若同

-
8
一
口
一
ヨ
・
口
一

ン

(
H
O
H
O

山
統
計
は
《
山
泊
時
山
側
域
に
よ
る
)

A
N
A

、
口
口
問
套
人
一
一
'
ハ
ヤ
二

三
宅
、
品
九
一
宇
八
一
一
-
7
0

一

ユ川、(〕
J
Fニ

--z一
一
・
ん
一

点、
A
E

口・向一

0

・単一

主

一

江

-

・

宇

一

口

・

巴

一、一三、量一

-
8・
口
一
一
口

Z
一

計|仙

. 
向

一呂・口一

一定、告石

川一、
A
h
M
h

ヨ耳、一一万一円一

7
1
一一一元一

五、パ合二一

、同八一一

一一、品目〕也↑

剖
引
引
」

一一、三匂一
九一二

き
川
一

一、三一二一
同口一

語

一N
A

・パ
ヨ

八

ξコごコ-
3....13.ーコ3.;'1'""， 1'"，， 

~ Il'~ 一二/..同

{一}

5.1琶 盆 三 三 z
口 l白 田 4固唱九

(ー)(ー)(二)

ニ

宗
教
凶
憾
に
於
け
る
凶
純
民

ω培
械
を
来
す
最
h
重

要
な
る
原
悶
は
人
口
の
自
然
的
同
盟
勤
(
出
生
歓
ご
死
己
一

数
並
に
そ
れ
に
伶
ふ
出
生
数
又
は
死
己
数
の
超
過
)
で
一

あ
り
、
衣
は
移
住
来
住
に
よ
る
愛
勤
、
次
は
信
仰
の
放

楽
又
は
他
山
市
へ
の
改
宗
等
で
あ
る
。

猫
逸
に
於
け
る
引
歌
統
計

一
九
一

O
年
以
来
増
加
し
た
人
口
に
枕
て
翻
る
に
、

依
然
、
信
品
柄
ご
新
放
に
印
刷
す
る
者
が
肢
も
多
い
。
右
の

表
の
一
市
す
如
〈
、
バ
イ
エ

W

ン
で
は
総
人
口
の
百
分
の

九
八
・
六
、
グ
ユ

Y
-
Y
ン
ペ
ケ
巳
で
は
九
七
・
七
、
へ
ッ

セ
ン
で
は
九
六
・
六
で
あ
る
。
之
に
咽
到
し
て
一
九
一

O

年
は
九
人
・
入
、
九
人
・
九
、
九
七
二
で
あ
っ
た
。
之

第
二
寸
ニ
巻
(
銘
大
部
一
六
一
)

雑

鍬

仁)

岡



燭
逸
に
於
け
る
指
数
統
計

を
各
仮
別
に
比
較
す
れ
ば
、
バ
イ
ェ

p
y
で
は
新
激
、

ゲ
ユ

w
-プン
4

F

ヒ
で
は
奮
教
が
そ
の
率
を
増
し
て
ゐ

る
。
而
る
に
へ
ッ
セ
ン
で
は
新
醤
二
一
以
共
謀
か
宛
減
少

し
て
ゐ
る
o

猶
太
教
は
若
L
(
減
少
し
た
o

郎
も
、
バ

イ
エ

u
p
y
で
は
他
人
目
の
約
百
分
の
一

0
・
入
、
グ
ユ

F

7

V

ペ
ル
レ

L

で
は
九
・
六
、
へ
ツ
セ
ン
で
は
一
五
・
こ

に
り
減
じ
た
。
司
』
の
減
少
が
如
何
な
る
程
度
に
於
て
、

キ
リ
ス
ト
教
へ
の
改
宗
に
よ
る
か
、
又
、
人
口
増
加
率

の
闘
係
(
猶
太
人
は
特
に
出
生
率
低
し
)
に
よ
る
か
、
又

特
に
他
地
方
へ
の
鞠
位
戒
は
外
国
へ
の
移
住
仁
よ
れ
る

か
は
、
不
完
全
な
る
資
料
で
は
之
を
判
断
L
雛

ν
。

・
次
に
、
到
る
蕗
に
於
て
所
説
そ
の
「
他
の
信
仰
」
が
増

加
し
た
。
併
し
数
字
を
み
る
芭
夫
程
重
要
で
は
な
(
、

長
も
多
〈
て
グ
ユ
ル
ア
ン
ペ
y

b

の
総
人
口
し
謝
す
る

百
分
の

7
九
で
ゐ
る
。
こ
の
「
他
の
信
仰
」
の
増
加
傾
向

を
知
る
の
鍵
を
奥
へ
る
も
の
は
、
へ
ツ
セ
ン
の
数
字
で

あ
る
。

A
1
そ
れ
に
よ
っ

τぞ
の
組
成
を
み
る
仁
、
へ
ヅ

セ
ン
で
は
一
九
一

O
年
に
比
し
て
一
九
二
五
年
は
、
「
他

の
信
仰
」
が
総
人
口
の
百
分
の

0
・
九
だ
け
増
加
し
て
ゐ

る
が
、
そ
の
棺
加
分
の
九
分
の
一
は
、
「
他
の
キ
叫
ノ
旦

雑

錨

(
路
大
掛

ト
数
」
九
分
の
入
は
、
「
非
キ
W
J

ー
ト
品
棋
倒
健
」
l
A
び

4
3』

]
E
E
n
F
E国
間
ω
向。目立
5
0
E沖
に
賜
す
る
、
こ
の
九
分
の

入

ω大
部
分
は
無
宗
教
ご
自
由
宗
放
で
あ
る
o
そ
の
数
、

一
九
一

O
年
に
五
千
六
百
四
十
五
人
で
あ
っ
た
が
、
一

九
二
五
年
に
は
一
高
六
千
五
百
五
十
七
人
に
な
っ
た
。

一一一

以
上
は
獅
逸
の
二
三
州
に
就
て
の
宗
殺
放
態
で
あ
っ

τ、
勿
論
之
を
以
て
獅
逸
全
般
に
亘
る
断
案
を
下
L
難

い
が
、
試
み
に
上
に
述
べ
た
る
所
を
要
招
す
れ
ば
次
の

如
〈
で
あ
る
o

イ
替
数
ご
新
教
E
は
依
然
大
な
る
勢
力

(

}

 

を
有
L
つ
、
め
る
こ
正
。
ロ
猶
太
数
徒
の
著
し
く
減
少

、，E
J

r

a

‘、

L
た
る
こ
ご
。
川
欝
数
、
新
敬
、
猶
太
数
以
外
の
「
他

の
信
仰
」
の
増
加
せ
る
こ
ご
等
で
あ
る
が
、
就
中
、
無

宗
教
、
自
由
宗
教
に
風
す
る
者
の
火
第
に
増
加
し
っ
、

あ
る
は
注
意
す
べ
き
現
象
で
あ
ら
う
。
世
界
大
戦
が
濁

逸
の
経
横
並
に
政
治
に
大
な
る
援
勤
を
奥
へ
た
る
事
は

言
ふ
ま
で
も
な
V
が
、
戦
前
戦
後
に
於
て
、
宗
教
上
に

か
(
の
如
き
擾
動
を
生
じ
た
る
こ
ご
も
、
何
等
か
の
程

度
に
於
て
大
戦
に
原
因
す
る
-
』
Z
は
察
す
る
に
難
〈
な

い
で
ゐ
ら
う
。

第
二
十
二
番

一
六
-
一
)

一
O
回
ニ


